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厚生年金の制度展開において、 （昭和 ）年の改正は、とりわけ、重要な

意義を持ち得ていたといえよう。過去からの全ての標準報酬月額を再評価する
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ことは、厚生年金の歴史において、初めての試みであった。また、新規裁定の

老齢年金の給付水準に関しては、モデル的な標準年金として、現役一般男性被

保険者の直近平均標準報酬月額の ％に定められた。さらに、物価変動による

年金額の目減りを調整するために、物価スライド制を導入している。同年の改

正後、石油危機による狂乱的な物価上昇から、物価スライドを適用する必要性

に迫られていた。

拙稿にひきつづき本稿では、厚生年金における財政方式の移行過程を分析す

るために、物価スライド制導入後の厚生年金の制度展開について論じていくこ

とを目的としている。以下に本稿における章構成を紹介するが、まず、 章に

おいては、石油危機による狂乱的な物価上昇への対応として、 （昭和 ）年

のスライド改定について論じていく。物価スライドによる調整は、社会保険審

議会による意見の方向性を踏まえたうえに、政令を定めて実施することになっ

ていた。本章の 節では、厚生省が示した実施方法案に関して、詳細に検討を

加えている。続く 節では、厚生省の実施方法案に対して、社会保険審議会に

よる方向性を論じている。物価スライド制の具体的な実施方法案に関して、詳

細な比較検討を取り入れたことは、本稿におけるひとつの特徴といえよう。

次の 章では、 回目の物価スライド改定として、緊急改正による （昭

和 ）年の物価スライドについて論じている。この頃になると、賦課方式への

依存傾向が強く現れてくるが、この点に関しては、本章の 節にて触れている。

政令により、 度の物価スライドが繰り返されたものの、その間における経

済社会の著しい変動から、老齢年金の現行の給付水準を維持するために、予定

されていた財政再計算期を 年繰り上げることにより、 （昭和 ）年に改正

を行った。 章では、その改正内容について論じている。本章の 節では、給

付水準を維持するための改正として、標準報酬月額等級の改定と、モデル的な

標準年金の引き上げについて考察している。これらの改正により、かろうじて

給付水準を維持することができたものの、保険料率の引き上げ幅を抑制したこ

とにより、賦課方式への傾斜傾向が強まったといえよう。この点に関しては、

本章の 節にて論じている。

以上の章構成を通じて、本稿では、物価スライド制導入後の厚生年金の制度

展開について考察していく。厚生年金の歴史に関して、筆者の知る限りでは、



度の物価スライド改定について、詳細に整理されているものが少ないと思わ

れることから、本稿では、 度の物価スライド改定を論じることに、比較的紙

数を割いている。

前回の （昭和 ）年改正では、厚生年金に関して、老齢年金の給付水準を

所得保障率（所得代替率） ％に維持することにより、飛躍的な改善を成し遂げ

た。そのうえに、年金額を調整する物価スライド制を新たに導入した。物価ス

ライド制は、次回の財政再計算期による改正を迎えるまでの間、年金額の購買

力を維持することを目的にしている。

一方、同年において、国民年金に関しても、厚生年金と同様に、給付水準の

大幅な改善と物価スライド制の導入が行われたところであった。そして、次の

段階の改正として、福祉年金の給付額の大幅な引き上げや、拠出制国民年金の

保険料を改定することにより、国民年金制度をより充実させることが期待され

ていた。このような経緯から、国民年金法等の一部を改正する法律案 が、

（昭和 ）年 月 日に第 回通常国会へ提出されている。

ところで、厚生年金の物価スライド制に関しては、前回の改正により導入さ

れたものの、具体的な実施方法については、政令の定めにより、年金額を改定

することにしていた。ただし、社会保険審議会の意見を聞いたうえに、政令を

定めることになっていた。そこで、厚生省は、 年金額のスライド方式に関す

る考え方と問題点 という資料を提供し、その実施方法に関して、社会保険審

議会に意見を求めていた。その返答として、同上審議会の厚生年金保険部会で

は、検討を重ねたうえに、同年の 月 日、 スライド制の実施について と

いう意見書を厚生大臣に提出した。おりしも、石油危機による狂乱的な物価上

昇から、物価スライドの実施時期の繰り上げ要望の声も大きくなっていった。

意見書が提出された時期には、 国民年金法等の一部を改正する法律案 が、

国会において審議されている最中にあった。その改正法案では、主に、福祉年

金等の改善や、国民年金の保険料を改定することを取り上げていたことから、
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厚生年金の物価スライド実施時期の繰り上げに関しては、そもそも、改正法案

には含まれていなかった。

意見書が提出された翌日には、さっそく、衆議院社会労働委員会において、

物価スライドの実施時期を早めることなどの修正を改正法案に加えている。こ

のような経緯を経て、衆議院社会労働委員会では、 国民年金法等の一部を改

正する法律案に対する修正案 を可決し、あわせて、修正案を除いた原案も可

決された。そして、本会議でも可決されるに至った。一方、参議院の社会労働

委員会を通過した改正法案は、同年の 月 日に本会議において可決成立し、

同月 日に公布される運びとなった。

もともと、物価スライドの実施時期に関しては、前回の改正を通じて定めら

れており、当初、国会に提出された改正法案では、実施時期を繰り上げること

に関して、触れられてはいなかったものの、修正案が加えられたことにより、

その実施時期が繰り上げられる運びとなった。このような経緯から、厚生省で

は、厚生年金保険部会による意見書を受けて、さっそく、政令案の作成に取り

組んだ。検討を重ねて作成された政令案は、同年 月 日の閣議にて了承され

ている。なお、閣議決定された政令案は、同年 月 日、 厚生年金保険法、

船員保険法及び国民年金法による年金額の改定に関する政令 として、公布さ

れる運びとなった。

前回の改正法による附則第 条から、物価スライド制に関して、厚生年金に

関する部分のみを抜粋すると、 年金たる保険給付については、政府は、総理

府において作成する年度平均の全国消費者物価指数が昭和 年度の物価指数の

分の をこえ、又は 分の を下るに至った場合においては、その上昇し、

又は低下した比率を基準として、その翌年度の 月以降の年金たる給付の額を

改定する措置を講じなければならない と明記している ）。具体的に説明する

と、対前年度比で、 （昭和 ）年度平均の消費者物価指数が ％を超えた場合、

厚生年金に関しては、 （昭和 ）年 月分の給付額から改定することを予定

している。船員保険についても、同様の対応となる。ただし、国民年金に関し

ては、 （昭和 ）年 月分の給付額から、物価スライドの対象としている。



前回の改正法では、物価スライド制に関して、上述した規定を設けたものの、

具体的な実施方法については、政令に委ねることとした。もっとも、厚生省は

政令を作成するために、厚生年金保険部会に対して、意見を求めていた。そこ

で、本節では、厚生省が提出した 年金額のスライド方式に関する考え方と問

題点 という資料にもとづいて、物価スライドの実施方法案について分析して

いく。そして、次節では、提出された資料に対する返答として、同上部会によ

る スライド制の実施について という意見書の内容を検討していく。

厚生省が 年金額のスライド方式に関する考え方と問題点 において示した

案の前提となるモデル ）では、 （昭和 ）年 月時点において、被保険者

期間 年を有し、再評価後の平均標準報酬月額を 円と見込んでいる。ま

た、その被保険者の直近 年、 年、 ヶ月の再評価後の平均標準報酬月額に

関しては、それぞれ 円、 円、 円に設定している。このモ

デルにおいて、直近の被保険者期間が短期間になればなるほど、その平均標準

報酬月額は高く変化している。

表 は、物価スライドの実施方法に関する 案について、その概要を整理し

ている。ここでは 案のなかから、主に つの案について、以下に分析してい

くことにしよう ）。まず、第 案では、算出された基本年金額（定額部分と報

酬比例部分との合計額）に対して、単純明快に、物価上昇率を乗じてスライド

するという案である。この案に関しては、物価スライドの際に、定額部分と報

酬比例部分とをそれぞれに分けるという考え方はない。いたってわかりやすい

考え方であるものの、第 案には、無視することのできない問題が付随する。

障害年金や遺族年金に関しては、被保険者期間が短期間であるほど、つまり、

年よりも 年、 年よりも ヶ月の場合、その給付額が高くなるという逆転

現象が発生してしまう。

また、老齢年金と障害年金（ 級）との額を比較した場合、被保険者期間が短

期間の障害年金額の方が、 年加入を想定した老齢年金額を上回ってしまう。

このような逆転現象は、被保険者期間の直近の標準報酬月額等級ほど、現実の

経済情勢による賃金上昇の傾向を反映していることから、短期間を通じた平均

標準報酬月額が高くなることに起因している。第 案に関しては、事務処理上

においては簡便であろうが、逆転現象を付随させることから、物価スライドの
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実施方法としては、理論的に適切とはいえない。物価スライドにより年金額を

改定する場合、単純明快な一律方式では、被保険者期間の長短の違いから、年

金額に対する不公平の問題が生じる。物価スライドの実施の際には、その不公

平感を取り除くための努力が必要となろう。

このような一律方式による第 案に対して、理論的に正しいスライドの実施

方法とは、どのような方法であろうか。その答えは、第 案にみいだすことが

できる。前回の改正では、現役被保険者の賃金水準の上昇率に見合わせるため

に、 （昭和 ）年 月以後の期間を基準にして、同年 月までの標準報酬月

額を再評価した。また、標準報酬月額等級に関しても、最低額 円から最

高額 円までの 等級に改定している。したがって、改正後の標準報酬

定額部分に対する扱い 報酬比例部分に対する扱い

第 案
単純に物価上昇率により、
スライドを行う。

年度以前の標準報酬に対しては、物価
上昇率により改定し、 年度以後の標準
報酬は改定しない。

第 案
単純に物価上昇率により、
スライドを行う。

被保険者の全期間に対する 年度以前期
間の占める比率から、標準報酬総額に占め
るその割合を算出し、それにかかる報酬比
例部分相当額に対してのみ改定する。

第 案
単純に物価上昇率により、
スライドを行う。

年度以前の被保険者期間が、 年度
以後のその期間より長い場合（あるいは同
期間）に限って、報酬比例部分を改定する。

第 案
単純に物価上昇率により、
スライドを行う。

全被保険者期間のうち、 年度以前に、
被保険者期間の一部を有する場合、報酬比
例部分を改定する。

第 案
単純に物価上昇率により、
スライドを行う。

年度以前に、被保険者期間の全部を有
する場合は、報酬比例部分を改定する。

第 案 基本年金額に対して、単純に物価上昇率により、スライドを行う。

注）第 案に関して、 年度以前期間にかかる報酬比例部分相当額は、
〔｛標準報酬総額 （ 年度以前の期間 全被保険者期間）｝ 全被保険者期間〕
（ ） 全被保険者期間により算出される。その報酬比例部分相当額に対して
は、物価上昇率により改定する。なお、 年度以後の報酬比例部分相当額に対し
ては、改定しない。

（出所）週刊社会保障編集部 年金のスライド時期が早まる可能も 週刊社会保障 社会
保険法規研究会、第 巻 号、 年より作成。



月額等級に関しては、完全とはいえないものの、一応、直近の賃金水準の上昇

や物価水準の上昇を反映させる努力の跡がみられたといえよう。

ゆえに、改正後の標準報酬月額等級を適用している期間の標準報酬に対して、

再び物価スライドを実施することは、そもそも、二重のスライドを意味してい

る ）。もちろん、前回の改正法において、物価スライドの適用は決定されてい

ることから、ここではその実施方法が問題となる。そこで、ひとつの考え方と

して、被保険者の全加入期間のうち、前回改正後の標準報酬月額等級を適用す

る期間の標準報酬については、物価スライドを適用しない根拠を得ることがで

きよう。

以上のような理由から、第 案の基準年度による期間区分方式のスライド実

施方法が、理論的に受け入れられることであろう。前回の改正法による附則第

条では、 （昭和 ）年度を基準年度として捉えている。したがって、基準

年度以前の期間では、前回改正後の標準報酬月額等級が反映されていない期間

であることから、その期間の標準報酬に対しては、物価スライドを適用する必

要があろう。また、 （昭和 ）年度以降については、基準年度より後の期間

として区分している。基準年度より後の期間に関しては、前回改正後の標準報

酬月額等級が適用されていることから、物価スライドは適用されない。基本年

金額に一律の物価スライドを適用する第 案に対して、第 案では、基本年金額

を定額部分と報酬比例部分とに分けて、それぞれ物価スライドの適用を考えて

いるが、報酬比例部分に対しては、期間区分方式を取り入れている。この点か

ら、事務処理上における複雑性が付随することになる。

まず、定額部分に対する物価スライド方法をみてみよう。そもそも、定額部

分の額の算出に関しては、平均標準報酬月額を用いる必要もない。ゆえに、定

額部分に関しては、その役割を考慮したうえに、基準年度前後による期間区分

に関係なく、物価スライドを適用するものとしている。次に、報酬比例部分に

対する物価スライド方法をみてみよう。報酬比例部分の額を算出する際には、

全加入期間を通じた平均標準報酬月額を必要とする。その際、全加入期間のな

かで、前回改正後の標準報酬月額等級が反映されていない期間がある。このよ

うなことから、報酬比例部分に関しては、基準年度以前の期間における標準報

酬に対して、物価スライドを適用するものとした。もちろん、基準年度より後
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の期間区分、すなわち、 （昭和 ）年度以降に関しては、その期間の標準報

酬に対して、物価スライドを適用しないこととした。

このような期間区分方式による第 案の物価スライドは、理論的に正論であ

ることから、受け入れられることであろう。しかしながら、第 案に関しては、

報酬比例部分に対する物価スライドの適用が複雑なことから、当事、事務処理

上の実施に関して困難性を抱えていた。長期加入期間を前提とする老齢年金に

関して、基準年度による期間区分方式を報酬比例部分に用いることの事務処理

上の困難性から、加入期間の一部について、二重のスライドになったとしても、

全加入期間をスライドの対象とする他はないとし、全体に対する影響は、老齢

年金における長期加入期間の一部期間であることから、少ないと判断していた

ようである ）。

そもそも、加入期間の一部を二重にスライドした場合、 ヶ月当たりの老齢

年金額に、どの程度の差額が生じるのであろうか。小山論文では、物価スライ

ド後の各案の年金額を比較しているが、以下にそれらを紹介してみよう ）。そ

れらの試算では、 年加入の老齢年金を想定して、 ％のスライドを適用した

場合の額を比較している。すると、第 案の 円に対して、第 案では

円に見積もられている。単純明快な一律方式と、基準年度による期間区

分方式とでは、 円程度の差が出ることになる。この差額に対して、同上論

文では、 これが毎年 何％ずつスライドされたら 円の差というのはばかに

ならない と指摘している ）。

とにかく、事務処理上の理由により、第 案に関しては、現実に実施するこ

とが困難なことから、第 案に対する修正案が登場する。上述してきた第 案

では、直近の短期間の平均標準報酬月額を適用することにより、給付額に逆転

現象がみられた。その結果、受給者間に不公平感を増幅させる。妥協案として

登場した第 案では、第 案に付随する問題点を緩和していることにその特徴

がみられる。第 案は、事務処理上において便宜的な第 案を基本的に踏襲し

つつ、短期間の被保険者期間から発生する年金額に関して、物価スライドの対

象から除くことにしている。すなわち、被保険者期間について、基準年度より

後の期間区分しか有していない場合、報酬比例部分に対して、物価スライドを

行わないという考え方である。このような場合においても、定額部分に対して



は、物価スライドの対象としている。

これら 案に対する各側の意見 ）によれば、公益側は、不公平を生じさせな

い点から、第 案が適切であるとしているものの、その準備に長期間を要する

だろうことから、結局のところ、第 案がもっとも適当であろうと述べている。

これに対して、被保険者側は、簡便であるという理由から、第 案を支持して

いた。また、事業主側では、公益側と同様に、第 案を適切としながらも、そ

の困難性から第 案か第 案を主張している。

前節を通じて、厚生省が示した物価スライドの実施方法の案についてみてき

た。これらの案に対し、その返答として、社会保険審議会厚生年金保険部会の

意見書を検討していくことにしよう。厚生年金保険部会では、物価スライド制

の目的として、年金額の実質的な価値を維持することとし、意見書において次

のような返答を述べている ）。

定額部分に関しては、物価変動率によるスライドを適用すべきである。

報酬比例部分に関して、基準年度以前における期間の標準報酬を対象に、

物価変動率によるスライドを適用し、基準年度より後の期間の標準報酬

に適用しないことは、法律の趣旨からみて適切である。

の実施方法に関しては、理論的に正当であるが、事務処理上の理由か

ら、現実的にはきわめて困難である。

事務処理上の制約から、基本年金額を物価変動率により、一律に改定す

る実施方法を選択せざるを得ない。

の実施方法に関して、基準年度より後の加入期間からのみ発生する年

金に対しては、定額部分のみを物価スライドの対象とする。

最低保障額に対しては、その額が現実の年金額となり、物価変動の影響

を受けることから、物価スライドの対象とすべきである。

意見書に述べられているこれらの内容に関して、厚生省が示した上述案と関

連させながら、検討していくことにしよう。物価スライドの実施方法に関して、

意見書では、定額部分と報酬比例部分とに分けて、物価スライドを適用するこ

とを考えている。まず、厚生年金における定額部分の役割から、 にみられる
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ように、定額部分を物価スライドの対象とすべきであると述べている。一方、

報酬比例部分にかかる年金額の算出については、全加入期間の平均標準報酬月

額にもとづいていることから、全加入期間のうち、前回改正後の標準報酬月額

等級が適用される期間も含まれていることになる。このようなことから、物価

スライドの実施方法に関して、理論的な正当性を得るためには、 の基準年度

による期間区分方式を用いる必要があるとしている。

物価スライドの実施方法に関しては、本来ならば、理論的な正当性を優先す

べきところであるが、意見書では、 に事務処理上の簡便性を指摘している。

よって、理論的な正当性を有する第 案よりも、事務処理上の簡便性を有する

第 案に、妥協せざるを得ないと判断している。 と から、定額部分と報酬

比例部分とに分けて、さらに、報酬比例部分に関しては、基準年度による期間

区分方式を用いることにより、物価スライドを適用する方法を述べていながら、

結局のところ、両部分を分離して、物価スライドを適用することは、現実に則

していないと判断を下している。

ただし、 のように、基本年金額に対して、一律方式の物価スライドを適用

した場合、受給者間における公平性の問題が付随することであろう。この点に

関して、 の方法を取り入れることにより、その問題点を緩和する努力をして

いる。よって、第 案が支持されることになる。しかしながら、 の方法を取

り入れたとしても、基準年度以前、すなわち、 （昭和 ）年 月以前におい

て、 ヶ月でも被保険者期間を有する場合、報酬比例部分に対しても、物価ス

ライドが適用されることから、不公平感の残存の指摘もみられた ）。

以上のような理由から、最終的に意見書では、第 案を選択している。この

選択では、物価スライドの実施方法に関して、 理論的な正当性 よりも、 事

務的な簡便性 が優先された。そして、そこから生じる問題点に対して、かろ

うじて、 受給者間の公平性 を維持したといえよう。厚生年金保険部会によ

る意見書に対しては、 厚生省の用意した検討資料を整理してまとめただけで

それを超えるものはほとんど含まれていない という批判もあった ）。いずれ

にしても、同上部会による意見書が示されたことにより、物価スライドの実施

方法の方向性が明確になった。



厚生年金保険部会の意見書により、物価スライドの実施方法が明確になった

時期は、おりしも、第 回通常国会の会期中にあった。石油危機による狂乱的

な物価上昇から、物価スライドの実施時期の繰り上げに関しても、議論が高ま

っていった。前回の改正法による附則第 条によれば、物価スライドの実施時

期に関しては、 （昭和 ）年の 月分から対象にしていた。

（昭和 ）年度を基準年度として、その翌年度の年度平均の消費者物価指

数が ％を超えて変動した場合、物価スライドを適用することとされていた。

年度平均の指数を用いることは、 年度に 回の物価スライド調整を意味して

いる。年度平均の消費者物価指数は、その翌年の 月には明らかにされていた

ことから、その物価変動率を用いた改定作業を通じて、厚生年金や船員保険で

は、 （昭和 ）年 月分から改定の対象とされていたが、その支給に関して

は、さらに ヶ月後となる。したがって、 （昭和 ）年度の物価変動に対す

る年金額の調整は、現実に、 （昭和 ）年の 月（前述の 月分の支給日）か

ら、反映されることになる。

このような現実から、当然予想されることではあるが、タイム・ラグを問題

視する声が強くなりつつあった。たとえ、タイム・ラグが同一期間であったと

しても、物価が比較的落ち着いている期間と、物価が上昇している期間とでは、

年金額に与える影響も異なってくる。とりわけ、石油危機による狂乱物価の進

行が、異常なほどの物価変動率をもたらしたことから、タイム・ラグにより、

年金額の実質価値は、大幅に減殺されることが危惧されていた。

当時、増幅するタイム・ラグの問題から、国会では、提出されていた 国民

年金法等の一部を改正する法律案 に、実施時期の繰り上げ事項を追加する運

びとなった。ところで、実施時期の繰り上げに関しては、事務処理上の困難性

から、その作業担当部署である業務課による抵抗もみられたようだが、最終的

には、事務処理上において、簡便な方法が採用されたことから、繰り上げ時期

の修正に踏み切ったという厚生省側のエピソードもみられた ）。

最終的に成立した改正法では、 （昭和 ）年度における特例措置 ）として、

厚生年金と船員保険とに関しては、従来の 月分から対象とする規定を 月分
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からに繰り上げた。また、国民年金に関しても、従来の （昭和 ）年 月分

からの規定が、前年の 月分からに改められた。そうじて、従来の規定よりも、

物価スライドの適用時期が ヶ月だけ、繰り上げられることになったもの

の、このような実施時期の繰り上げでも、年金財政における負担として跳ね返

ってくると指摘されていた ）。

厚生年金保険部会の意見書により、物価スライドの実施方法の方向性が明ら

かになったことで、厚生省は実施時期の繰り上げに踏み切った。このような過

程において、厚生省は政令案を作成し、 厚生年金保険法、船員保険法及び国

民年金法による年金額の改定に関する政令 ） の公布に至った。政令による物

価スライドの適用は、国会を通じた法改正の手続きを踏まずに、政令の閣議決

定により、物価指数の変動率を基準にして、年金額を改定できることにある。

もともと、物価スライドの費用として、厚生省は ％分のスライド費用を予

算要求していたが、 （昭和 ）年度の年度平均の全国消費者物価指数は、対

前年度比で ％の上昇がみられた。したがって、政令では、厚生年金に対し

て、 （昭和 ）年 月分から、 ％分引き上げることを謳っている。具体

的に、既裁定の基本年金額に対して、一律に を乗じることになる。ただし、

被保険者の全加入期間が、 （昭和 ）年度以降の期間である場合、報酬比例

部分に対しては、物価スライドを適用しないこととしている。

前回の改正では、標準年金のモデルとして、配偶者を有する一般男性を対象

に、彼の被保険者期間を 年間に想定していた。また、彼の再評価後の平均標

準報酬月額を 円と見込んでいた。このような前提において、 ヶ月当た

りの定額部分額は 円［ 円 ヶ月 ヶ月］になる。そして、

ヶ月当たりの報酬比例部分額に関しては、 円［ 円 （ ）

ヶ月 ヶ月］となる。したがって、彼の基本年金額は 円に達した。

この既裁定の標準年金を例にして、今回の政令による第 回目の物価スライ

ドを行ってみよう。彼の場合、報酬比例部分額も物価スライドの対象となるこ

とから、 円に改定率の を乗じることにより、改定額は 円増の

円となる。この改定額に、配偶者の加給年金額 円を加えると、モ



デル的な標準年金は 円に改定される ）。物価スライド改定の際に注意す

べきことは、加給年金額に対する扱いであろう。もっとも、加給年金額に関し

ては、国家公務員の扶養手当の額に整合性を得ていることから、物価スライド

による調整は行われないことに注意すべきである。あくまでも、基本年金額を

対象にして、物価スライド改定が行われる。そうじて、政令による第 回目の

スライド改定は、以上のような内容であった。

第 回目の物価スライド改定により、老齢年金のモデル的な標準年金は、配

偶者の加給年金額も加えると、その額は 万円に達したものの、タイム・ラグ

の問題を増幅させていた。おりからの物価上昇も、相変わらずの異常事態にあ

ったことから、ひきつづき、物価スライド改定の実施時期を繰り上げることが

望まれていた。

このような経済社会における物価の異常事態から、すでに、厚生年金保険部

会では、制度全般における （昭和 ）年度の改善の準備に入っていた。しか

しながら、その検討事項に関して、審議の結論を得るまでにしばらくの歳月を

要することから、緊急的に実現に努力すべき事項として、 厚生年金保険の緊

急改正に関する意見 を整理し、 （昭和 ）年 月 日に厚生大臣へ提出し

た。その意見にみられる重要項目として、物価スライドの早期実施を取り上げ

ている。

緊急改正に関する意見を受けて、厚生省側は改正に向けて、 厚生年金保険

法及び船員保険法（年金部門）改正案要綱 を整理した。しかしながら、物価ス

ライドの実施時期に関しては、厚生年金保険部会の意に反する結果に終わって

いる。整理された改正案要綱は、年明けの 月 日に閣議決定の運びに至った。

次の手続きとして、同上の改正案要綱を社会保険審議会に諮問した。一方、社

会保障制度審議会に対しては、国民年金法等の一部を改正する法律案要綱（厚

生年金等の改正案も含まれている）を諮問している。

両審議会の答申では、とりわけ、物価スライドの実施時期について、遺憾が
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示されていたものの、その点に関して改善されることもなく、 国民年金法等

の一部を改正する法律案 として、閣議決定に至った。その同日の （昭和 ）

年 月 日には、第 回通常国会に改正法案が提出されている。提出された改

正法案は、衆議院社会労働委員会にて可決されるものの、政府に対する要望事

項として、附帯決議が行われた。その後、衆議院の本会議にて可決されている。

一方、参議院においては、社会労働委員会にて、その改正法案は可決されるも

のの、やはり、要望事項としての附帯決議が付された。同年 月 日には、参

議院本会議において可決され成立に至った。なお、 国民年金法等の一部を改

正する法律 は、同年 月 日に公布されている。

次節において、今回の緊急改正の内容について論じていくが、老齢年金に対

する物価スライド改定と、低所得者に対する在職老齢年金の改定について、主

に焦点を当てていく。

今回の改正において、まず、物価スライドの実施時期についてみていこう。厚

生年金保険の緊急改正に関する意見 ） では、第 回目のスライド改正時より

も、タイム・ラグの問題を緩和する必要性から、その実施時期を 月に繰り上

げることを主張していた。また、改訂作業に関して、その事務処理体制の整備

充実を急ぐべきであると意見している。このような緊急改正に関する意見を受

けて、厚生省は、 厚生年金保険法及び船員保険法（年金部門）改正案要綱

をまとめた。そのなかの物価スライドの実施時期に関する項目では、 （昭

和 ）年度に関して、 月から 月に繰り上げることを明記している。

厚生年金保険部会の意に反して、改正案要綱では、スライドの実施時期を前

年度同様に決定している。その理由としては、改訂作業の煩雑性から、厚生省

側の抵抗が強かったものと推測されよう。その後の過程を通じて、厚生年金保

険部会では、改正案要綱の諮問に対する答申 ）として、 昨今の異常なインフ

レーションにかんがみ、 月実施を提言したにもかかわらず昭和 年度並とし

たのは、極めて遺憾である と述べている。また、 事務処理体制の整備充実

を急ぎ、タイム・ラグの短縮になお一層努めるべきである と再び繰り返して



いる。一方、社会保障制度審議会では、 国民年金法等の一部を改正する法律

案要綱 についての諮問に対する答申 ）として、スライドに関して、 事務上

の問題があるにせよ、一部予測値を取り入れるか、スライド分を遡及して支給

するなど工夫すべきである として、苦言を呈している。結局、国会に提出さ

れた 国民年金法等の一部を改正する法律案 においても、厚生年金のスライ

ド実施時期については、そのまま 月から 月に繰り上げることとし、可決成

立に至っている。

物価スライドに関して、基準年度である （昭和 ）年度以前に被保険者期

間を有する場合、報酬比例部分に関しても改定される。ここで注意すべき点は、

基準年度がシフトしていることである。第 回目以降の物価スライドに関して

は、直近の物価スライドが実施された前年度を基準年度に定めている。基準年

度に対して、 （昭和 ）年度の年度平均の全国消費者物価指数が ％上昇

していることから、今回の物価スライドの改定率は とされた。ここで、

第 回目の物価スライド改定による老齢年金のモデル的な標準年金を確認して

おこう。 （昭和 ）年改正によるモデル的な標準年金は、 （昭和 ）年

月分より、加給年金額を含んで 円になることから、 回の物価スライド

を通じて、年金額は ％分も引き上げられたことになる ）。

厚生年金保険の緊急改正に関する意見 では、物価スライドの早期実施を

主要な課題として取り上げながら、もうひとつの主要課題として、低所得者に

対する在職老齢年金の改定を取り上げていた。そもそも、低所得者に対する在

職老齢年金は、 （昭和 ）年の改正の際に創設されている。その年の改正で

は、モデル的な老齢年金額を 万円に引き上げたことに、その特徴がみられた。

在職老齢年金制度とは、 歳から 歳未満の在職中の被保険者であっても、

老齢年金の受給資格を満たしていれば、支給される老齢年金のことである。た

だし、被保険者の標準報酬月額が、一定額以下の場合に限られていることに注

意しなければならない。在職老齢年金の創設時においては、支給対象の標準報

酬月額の限度額を 円に設定し、被保険者の標準報酬に応じて、 割から

割の老齢年金を支給するというものであった。だか、その後の （昭和 ）
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年の改正の際に、支給対象の標準報酬月額の限度額を 円に引き上げてい

る。この 円という金額は、同年の改正による改定された標準報酬月額等

級の第 等級の標準報酬月額である。

低所得者を対象にした在職老齢年金に関して、今回の緊急改正に関する意見 ）

では、 （昭和 ）年度とその翌年度とにおける物価および賃金の上昇を考慮

して、支給対象の標準報酬月額の限度額について、大幅に引き上げるべきと提

言した。また、従来の 段階制の支給について、段階の簡素化と支給割合の改

善を要望していた。これに対して、厚生年金保険法及び船員保険法（年金部門）

改正案要綱 ） では、支給対象の標準報酬月額の限度額を 円に引き上げ、

従来の 段階制を 段階（ 円 円、 円 円、

円 円）に簡素化している。また、それぞれの段階における支給割合を

％、 ％、 ％に改めた。現行の標準報酬月額等級の第 等級には、報酬月

額 円から 円未満の被保険者が振り分けられ、その標準報酬月額を

円としている。今回、支給対象の標準報酬月額の限度額を 円の水

準に引き上げた理由は、 回の物価スライド改定により、年金額を引き上げた

ことに勘案しているという ）。

改正案要綱に対して、社会保険審議会の厚生年金保険部会では、緊急的な改

善としてはやむをえないものの、老後の保障という観点から基本的に不十分で

あり、今後、早急に再検討を行う必要があるとしている ）。また、社会保障制

度審議会では、スライド時期に合わせて、上限（支給対象の標準報酬月額の限

度額）を引き上げるべきと述べている ）。

今回の厚生年金に関する改正事項は、 国民年金法等の一部を改正する法律

案 として、国会に提出されたが、その審議過程において、衆議院および参議

院の各社会労働委員会から、それぞれ附帯決議 ）が行われている。それぞれの

附帯決議では、厚生年金等に関して、今後早急に改善すべき項目を取り上げて

いる。そのなかの主要項目として、財政方式に関して決議が行われている。各

社会労働委員会においては、 国庫負担の増額に努めるとともに、年金の財政

方式特に賦課方式への移行については、将来にわたる人口老齢化の動向を勘案



しつつ、積極的に検討を進めること として、それぞれ附帯決議を行った。

そもそも、厚生年金の前身である労働者年金では、その財政方式に関して、

平準保険料率方式によるいわゆる完全積立方式 ）により出発した。その後の

（昭和 ）年の改正の際には、平準保険料率方式を捨てることにより、段階

的保険料率方式を採用した修正積立方式による再出発を選択した。もっとも、

修正積立方式自身が、賦課方式の要素を持ち得ているといえよう。その再出発

時においては、完全積立方式に戻すことも計画されていたようである。だが、

年代の制度展開を通じて、老齢年金の給付水準の拡大と保険料負担の先送

り傾向から、徐々に賦課方式への傾斜がみられるようになった。その極めつけ

が、 （昭和 ）年改正にみられる物価スライド制の導入であろう。

石油危機による狂乱的な物価上昇から、 （昭和 ）年度には の物価

スライドが行われ、その翌年度にも の改定を行った。 度におよぶ物価

スライド改定を通じて、老齢年金の給付水準は ％も引き上げられた。まし

て、狂乱的な物価上昇は、積立金の実質的な価値も減殺することであろう。今

後も異常な物価上昇が続くとしたら、また、老齢年金の給付水準が拡大されて

も、政治的な理由から、保険料負担の先送り傾向がますます明らかになってい

けば、やがて、賦課方式に近づくであろうと、誰もが容易に推測したことであ

ろう。賦課方式に近づく時期については、厚生年金よりも、むしろ、国民年金

の方が早いとされていた ）。

いずれにしても、今後の改正をみていく必要があろう。それぞれの附帯決議

において、 （昭和 ）年度に、次回の財政再計算期を繰り上げることを取り

上げている。その際に、各制度間の関連を考慮しながら、年金制度の抜本的な

改善を図ることを決議している。そもそも、次回の財政再計算期を （昭和 ）

年度に予定していたことから、その時期を 年繰り上げて実施することになる。

狂乱的な物価上昇により、 回の物価スライドを通じて、モデル的な標準年

金を大幅に引き上げたものの、この間における物価の急騰は、実質的な賃金を

物価スライド制導入後における厚生年金の制度展開について



大幅に目減りさせたことから、春闘を通じて、賃金の大幅な引き上げ要求がみ

られた。表 は、春闘による賃金引き上げ状況の推移を描いている。民間主要

企業と中小企業とに分けて、各年の春闘における賃上げ額と賃上げ率とを表し

ている。 （昭和 ）年の春闘では、定期昇給分も含めて、民間主要企業（大

企業）の賃上げ率は ％に昇り、その額は 円に達した。また、中小企

業においては、それを上回る ％の賃上げ率となるが、賃上げ額では

円にとどまった。同年の春闘における賃上げ率と賃上げ額とは、春闘始まって

以来の最高の上昇となった。また、同年の春闘では、年金に対する関心の高ま

りから、年金統一ストも行われている。

ひきつづき （昭和 ）年の春闘では、石油危機による狂乱的な物価上昇に

より、同年 月から 月の実質賃金を大幅に目減りさせたことから、前年の春

闘をはるかに上回る賃金引き上げを実現した。たとえば、民間主要企業では、

賃上げ率が ％に昇り、その引き上げ額は 円となった。その後の物価

上昇の沈静化から、 （昭和 ）年の春闘では、賃上げ率および賃上げ額とも

に、前年を下回る結果に終わっている。

いずれにしても、このような賃金上昇率は、標準報酬月額の平均額を押し上

げることになろう。先の改正では、 （昭和 ）年 月末の平均標準報酬月額

円を基準にして、その ％程度を老齢年金の給付水準に定めた。それに

先立ち、過去の低い標準報酬月額を再評価する試みを行った。たとえ、過去の

低い標準報酬月額を再評価したとしても、また、物価スライドによる年金額の

調整を行ったとしても、当時のように大幅な賃金上昇率が続くのならば、当然

民間主要企業（大企業） 中 小 企 業

賃上げ額 賃上げ率 賃上げ額 賃上げ率

年 円 円

年 円 円

年 円 円

年 円 円

（出所）厚生労働省ホームページの白書等データベースシステムより、労働経済の分析（
年 年）から、労働省労政局調べの数値を引用して作成。



のことながら、老齢年金の給付額は相対的に低下していくことであろう。

ここで、当時の平均標準報酬月額の推移を以下に確認しておこう。図 は、

平均標準報酬月額の推移を描いているが、それぞれの年の 月末現在の数値を

表している。本図には、被保険者全体の平均による平均標準報酬月額の推移に

ついても、参考のために併記しているが、一般男性のその推移をたどっていく

ことにしよう。 （昭和 ）年から （昭和 ）年までの期間を通じて、それ

ぞれ 円、 円、 円、 円と上昇していく。 （昭和

）年 月末の平均標準報酬月額を基準値 に置き換えると、それぞれの指数

は 、 、 と増大していく。今回の改正法案が国会に提出された直後には、

その指数が に跳ね上がっていたことを確認することができよう。たとえ、

物価スライドによる年金額の調整を行ったとしても、このような事態が続くの

ならば、先の改正により、平均標準報酬月額の ％に維持された老齢年金の水

準は、実質的に減殺されていくことを意味する。

すると、スライド制の指標に関しても、再び賃金を支持する声が強くなり、

（昭和 ）年の国民春闘でも、賃金スライドの要望が取り上げられている。

この点に関して、当時の厚生大臣は、物価スライド制を継続するとしたが、財

政再計算期を繰り上げることにより、給付額を引き上げることで事態を乗り切

ろうとした。本来ならば、次回の財政再計算期は （昭和 ）年度に予定され

物価スライド制導入後における厚生年金の制度展開について

（出所）厚生省年金局・社会保険庁運営部編 厚生年金保険 年史 財団法人厚生年金事業振興団、
年、 頁の第 表 から作成。



ていたが、経済社会の著しい変動から、その時期を 年繰り上げて実施するこ

とになった。

今回の財政再計算にもとづく改正では、経済社会の著しい変動から、老齢年

金の給付水準を維持するために、給付額を引き上げることを意図している。ま

た、前回の緊急的な改正は、今回の改正の前哨戦となったことから、制度改善

に対するさまざまな附帯決議が行われているが、それぞれの事項に対しても、

適切に対応する必要があった。

社会保険審議会厚生年金保険部会では、今回の改正に向けて、すでに （昭

和 ）年 月からその準備に入っていた。その後の部会を通じて、公益側、被

保険者側および事業主側は、それぞれ改正上の問題点を提出し、それらにもと

づいて、 厚生年金保険制度の検討事項 が、同上部会によりまとめられている。

整理された検討事項に対して、同上部会による審議を重ねた結果、 厚生年金

保険制度改正に関する意見 として、翌年の 月 日に厚生省へ建議する運び

に至った。

建議された意見書の趣旨に沿って、厚生省は改正の原案の作成に取りかかり、

関係省庁との折衝を繰り返すことにより、 月 日に 厚生年金保険制度の改

正案 （厚生省原案）をまとめた。この原案は、 厚生年金保険法改正案要綱

として、 （昭和 ）年 月 日に閣議決定を行った。厚生省は、次の手続き

として、社会保険審議会に対して、同上の改正案要綱を諮問し、社会保障制度

審議会に対して、 厚生年金保険、船員保険（年金部門）及び国民年金の改正案

をとりまとめた要綱 を諮問した。

これらの諮問に対しての答申を受けて、 厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律案 は、閣議決定に至った。同上の改正法案は、同年 月 日に第 回

通常国会へ提出されている。国会の審議過程において、まず、衆議院の社会労

働委員会では、改正法案を一部修正のうえに可決した。厚生年金に関しては、

在職老齢年金および保険料率の事項に修正を加えている。また、社会労働委員

会では、附帯決議をあわせて行った。修正を加えられた改正法案は、可決され

衆議院の本会議を通過している。



次に、審議の場を参議院に移すことになるが、社会労働委員会における審議

の結果、改正法案は可決された。その際に、附帯決議があわせて行われた。そ

の翌日の 月 日には、参議院の本会議で可決され、改正法が成立される運び

となった。また、改正法は、同年 月 日に公布されている。なお、厚生年金

および船員保険に関する今回の改正法は、その施行期日を同年の 月 日から

としている。ただし、障害年金や遺族年金の通算制度の創設などについては、

政令で定める日とされた。

物価上昇に派生する賃金上昇により、老齢年金の給付水準が目減りしてしま

うことから、今回の改正では、給付額の引き上げなどの給付改善を行っている。

重要なことなので、ここで確認のために再び触れることにするが、先の改正に

よれば、モデル的な標準年金である老齢年金の給付水準は、現役一般男性の直

近平均標準報酬月額を基準にして、その ％の水準に維持すると規定されてい

た。先の改正法の成立以前における直近の平均標準報酬月額とは、 （昭和 ）

年 月末のそれを示唆していることから、図 から 円となる ）。したがっ

て、加給年金を加えた標準年金 円は、直近の平均標準報酬月額に対して

％の水準を維持していた。

この点に関して、 厚生年金保険制度改正に関する意見 では、年金額の改

善において、先の （昭和 ）年改正により設定された水準を維持すべきであ

ることを述べている。やはり、厚生省の原案でもその水準を示している。以下

に、老齢年金の給付水準を維持するための改正内容について検討していく。主

に、標準報酬月額等級の改定とモデル的な標準年金の引き上げとについて論じ

ていく。

石油危機による狂乱的な物価上昇は、実質賃金の価値を大幅に減殺してしま

う。これに対して、表 から確認してきたが、春闘を通じて、急激な賃金引き

上げがみられた。すると、賃金上昇により標準報酬月額の平均も図 のように

押し上げられていく。ただし、標準報酬月額等級の最高額が定められているこ

物価スライド制導入後における厚生年金の制度展開について



とから、賃金上昇率のスピードが速い場合には、現実の賃金水準の実態から、

標準報酬月額等級の最高額が立ち遅れてしまう。

ここで図 から、従来の標準報酬月額の各等級に占める被保険者数を確認し

ておこう。本図では、一般男性に限定して、 （昭和 ）年 月末現在の各等

級に占めるその人数を描いている。同年 月末現在において、全体の被保険者

数は 万 人であり、その内の一般男性数は 万 人の ％に達

していた。本図における特徴として、一般男性の被保険者数は、最高等級であ

る第 等級に圧倒的に集中している。標準報酬が 円以上の被保険者は、

標準報酬月額 円の第 等級に該当する。その第 等級に占める人数は

万 人に達し、一般男性全体の ％を占めるに至っている。前述の図

から、 （昭和 ）年 月末現在における一般男性の平均標準報酬月額は

円であったが、この平均額は、本図の第 等級に位置づけられる。最

高等級を除く山型曲線の中央周辺に位置する第 等級には、一般男性全体の

％を占める 万 人が該当している。

本図の特徴から、従来の標準報酬月額等級では、現実の賃金上昇の伸長率が

完全に反映されていないといえよう。この点から、所得保障率を求める際に、

（出所）厚生省年金局・社会保険庁運営部編 厚生年金保険 年史 財団法人厚生年金事業振興団、 年、
頁の第 表 から作成。



現役労働者の平均月収を用いる方が妥当であるという声も上がった ）。最高等

級に占めるこのような被保険者数の集中は、報酬比例部分の役割を縮小させる

ことにより、その結果として、老齢年金額の平均を押さえつけることにもなろ

う。ところで、標準報酬月額等級の上下限の設定に関しては、ひとつの目安が

あるという。標準報酬月額等級の上限および下限の等級に該当する被保険者数

の割合は、全体の ％程度に収まるように設定されているらしい ）。実際のと

ころ、従来の標準報酬月額等級の最高等級には、一般男性の 割が集中してい

る。もっとも、被保険者全体をみても、上限の第 等級には、全体の ％が

該当している。

今回の改正の前哨戦となった前回の改正において、衆議院および参議院の各

社会労働委員会では、標準報酬月額等級の上下限に関する適正な改定について、

附帯決議を行っている。結局、標準報酬月額等級に関して、今回の改正では、

従来の最低額 円から最高額 円までの 等級について、最低額

円から最高額 円までの 等級に改めた ）。今回の改正により、

最低額に関しては、従来の 倍に引き上げ、最高額は 倍に引き上げている。

もっとも、標準報酬月額が 円に達しない場合は、政策的な裁量的調整と

して、それを 円に読み替えることにしている。

今回の改正による標準報酬月額等級の引き上げにより、改正年の 月時点に

おいて、上限の第 等級に該当する被保険者は全体の ％程度、下限の標準

報酬月額 円に該当する被保険者は ％程度に見込まれていた ）。上下

限の推計された数値を合算すると、上述したひとつの目安としての ％ルール

を満たしている。

所得保障率 ％を維持するために、今回の改正を通じて、新規裁定者の老齢

年金額は、どの程度に引き上げられたのだろうか。老齢年金の基本年金額は、

定額部分と報酬比例部分とから構成されている。まず、定額部分を算出するた

めに、期間比例制の単価の引き上げ幅を確認しておこう。期間比例制の単価に

関しては、先の （昭和 ）年改正から、その単価を 円に引き上げている。

さらに、今回の改正では、その単価を 円に引き上げた。すると、被保険

物価スライド制導入後における厚生年金の制度展開について



者期間 年あるいは 年を超える場合には、従来の 倍の 円となる。

定額部分に関しては、 年未満の場合でも 年として、また、 年を超える場

合でも 年として計算されている。その根拠としては、一定の加入期間を有す

る受給者に対して、一定額を保障するという考え方に起因している ）。しかしな

がら、加入期間が 年を超える受給者も増加しつつあることから、今回の改正

では、期間比例制の算出期間を 年に延ばしている。ところで、障害年金およ

び遺族年金の最低保障額に関しては、定額部分の 年分相当と定められている

ことから、今回の単価の引き上げにより、 ヶ月当たり 円に改められた。

次に、報酬比例部分に関する改正についてみていこう。表 は、標準報酬月

額の期間区分とそれぞれの再評価率を表している。 （昭和 ）年の改正では、

（昭和 ）年 月までの標準報酬月額を対象にして、過去のすべての標準報

（出所）厚生省年金局・社会保険庁運営部編 厚生年金保険 年史 財団法人厚生年金事業
振興団、 年、 頁、高峯一世 年金制度の現状と課題 週刊社会保障 社会
保険法規研究会、第 巻 号、 年、 頁。

標準報酬月額の期間区分
年改正

による再評価率
今回の改正
による再評価率

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．

． ．



酬月額を期間区分ごとに再評価した。その際における再評価率は、 （昭和 ）

年 月以後の期間を基準にして求められている。今回の改正でも再評価を行っ

ているが、その方法として、 （昭和 ）年 月までの標準報酬月額に対して

は、その期間区分ごとに新たに を乗じている。つまり、先の改正による再

評価率に を乗じることにより、今回の改正による再評価率を得ている。そ

の という数値は、定額部分の期間比例制の単価改定の際にも適用されてい

るが、たまたま一致したものであるという ）。

ここで、今回の改正による再評価率の数値の根拠を以下に論じることにしよ

う ）。今回の改正では、 （昭和 ）年 月以降の期間における平均標準報酬

月額の見込み額を基準（再評価率 ）にして、 （昭和 ）年 月から （昭

和 ）年 月までの期間区分の平均標準報酬月額とを比較することにより、そ

の期間区分に対する再評価率 を求めている。同様に、 （昭和 ）年 月

から （昭和 ）年 月までの期間区分に対しては、再評価率 が求められ

る。 （昭和 ）年の改正による再評価では、同上の期間区分を再評価率 に

していたことから、先の改正により再評価された期間区分に対して、新たに再

評価率 が乗じられることになる。

なお、今回の改正により、標準報酬月額等級の最低額を 円に引き上げ

たことから、 円に満たない場合でも、 円に読み替えることにして

いる。報酬比例部分の給付算定に関しては、再評価後の平均標準報酬月額に加

えて、係数を用いる必要がある。この係数に関しては、 （昭和 ）年の改正

から を用いている。

定額部分に報酬比例部分を加えることにより、基本年金額を得ることができ

るが、配偶者などを有する場合には、さらに、加給年金額が加えられる。従来

の ヶ月当たりの加給年金額では、配偶者 円、第 子および第 子とも

に 円とされていた。今回の改正過程において、社会保険審議会の厚生年金

保険部会による 厚生年金保険制度改正に関する意見 では、単身者の年金水

準に対して、有配偶者の年金水準をより厚遇すべきであるという意見もみられ

た ）。結局、今回の改正を通じて、配偶者に関しては、従来の 倍の 円

に引き上げられている。また、第 子および第 子ともに、従来の 倍の

円に引き上げられたが、第 子以降については、児童手当が支給されることか
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ら、従来の 円に据え置かれている。もともと、加給年金額に関しては、民

間企業の賃金実態を反映している国家公務員の扶養手当額に整合性を得ている

が、当時の物価や賃金の変動から、その扶養手当額も引き上げられたことによ

り、今回の大幅な引き上げに至った経緯を有する。

以上の改正内容を踏まえたうえに、老齢年金に関して、モデル的な標準年金

を以下に算出してみよう ）。先の （昭和 ）年改正では、配偶者を有する被

保険者期間 年の一般男性をモデルとし、彼の再評価後の平均標準報酬月額を

円と見込んだ場合、同年の 月には、加給年金額を含み 円の標準

年金が誕生した。これに対して、今回の改正では、法改正が施行される （昭

和 ）年 月以後に、新規裁定により老齢年金を受給する一般男性をモデルに

している。その際、加入期間 年以上を有する者の平均加入期間は 年と推定

され、再評価後の平均標準報酬月額を 円と見込んでいる。

この場合、彼の ヶ月当たりの定額部分は、 円［ 円 ヶ月

ヶ月］と計算される。次に、報酬比例部分に関しては、［ 円 （ ）

ヶ月 ヶ月］の算定式から、 円が得られる。すると、単身者の

場合の標準年金は 円となる。また、配偶者を有する場合は 円にな

る。図 から、現役一般男性の直近の平均標準報酬月額を 円と確認で

きることから、配偶者を有する場合の標準年金は、所得保障率 ％にかろうじ

て達しているといえよう。なお、今回の改正による標準年金 円は、先の

改正による 円と比較して、 ％の上昇がみられるが、 度の物価スライ

ド改定後の 円と比較して、ほぼ ％の上昇となる ）。

最後に、老齢年金のモデルとなる標準年金の構成割合を分析しておこう。加

給年金額を除いた標準年金 円に焦点を当ててみると、定額部分の占める

割合は ％程度となり、報酬比例部分が ％程度を占めている。この構成割合

は、 （昭和 ）年改正時における標準年金の構成割合とほぼ同じである ）。

以上を通じて、本節では、給付水準を維持するための改正内容について論じ

てきたが、全ての改正内容を論じることを目的としていない。しかし、前回の

改正との関連から、本節の最後に、低所得者に対する在職老齢年金の改定につ

いて、簡単に触れておこう。前回の改正過程において、在職老齢年金に関して



は、支給制限の大幅緩和について検討することを附帯決議している。

このような経緯から、今回の改正を通じても、在職老齢年金に手が加えられ

ている。 歳から 歳未満の低所得者に対する在職老齢年金では、標準報酬月

額における 段階の区分に関して、それぞれ 円 円、 円

円、 円 円に改められている。前回の改正と同様に、そ

れぞれの段階における支給割合を ％、 ％、 ％としている。また、 歳以

上の在職老齢年金については、これまで一律 割支給停止にあったが、標準報

酬月額が 万円以下の場合に、全額を支給することに改めた。

先の （昭和 ）年改正では、国会の審議過程を通じて、保険料率の引き上

げ幅の抑制が行われたことにより、結局、一般男性 ％、女性 ％、炭鉱労

働者 ％の保険料率の水準に落ち着いた。これに対して、今回の改正過程に

おいて、厚生省原案にもとづく 厚生年金保険法改正案要綱 では、一般男性

％、女性 ％、炭鉱労働者 ％の水準に引き上げようとしていた。今回

の改正では、従来の保険料率に対して、それぞれ ％ずつ引き上げることを

計画していた。また、厚生年金基金に加入する被保険者の場合、一般男性 ％、

女性 ％、炭鉱労働者 ％を予定していた。この場合、一般男性と炭鉱労働

者とに関しては、代行給付以外の給付に相当する保険料率を同一に設定してい

る。

このような改正案要綱における保険料率水準に対して、社会保険審議会では、

被保険者側と事業主側との一致した意見として、 現下の経済情勢等を考慮し

つつ、 標準報酬月額等級の最高額の引き上げに勘案することにより、 その

引き上げ幅については、段階的配慮も加え大幅に圧縮すべきである と答申し

ている ）。また、社会保障制度審議会においても、標準報酬月額等級の引き上

げをしたうえに、保険料率を引き上げることは、二重の負担を招くと指摘して

いる ）。

前述の表 によれば、答申がなされた前年の （昭和 ）年の春闘では、企

業収益の悪化などの理由から、なだらかな賃上げ交渉に終わっている ）。同上

の答申にみられる現下の経済情勢等については、このような事態を含んでいる
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ものと推測されよう。また、二重の負担については、確かに、標準報酬月額等

級の最高額が引き上げられれば、これにつれて、保険料負担も増加するが、将

来において受給する報酬比例部分額も増大することや、標準報酬には賞与が含

まれていないことから、給与所得に占める賞与比率の高低により、保険料負担

が相対的に低くなる者もいる現状から、引き上げに対する正当性が得られると

いう ）。

上述の内容の答申を受けたものの、国会に提出された 厚生年金保険法等の

一部を改正する法律案 では、保険料率の引き上げ幅圧縮を受け入れなかった。

しかしながら、国会における審議の過程である衆議院の社会労働委員会におい

て、保険料の引き上げに対する反対意見が強く、引き上げ幅を抑制する修正が

加えられた。この点に関しては、先の （昭和 ）年改正においてもみられた。

修正では、保険料率の引き上げ幅をそれぞれ ％抑制することにより、一般

男性 ％、女性 ％、炭鉱労働者 ％に決着した。また、厚生年金基金に

加入する被保険者に対しても、同率水準の抑制を行うことにより、一般男性

％、女性 ％、炭鉱労働者 ％に修正している。したがって、厚生年金

基金に加入する被保険者の免除保険料率は、一般男性 ％、女性 ％、炭鉱

労働者 ％となる ）。

ところで、平準保険料率は、現在の積立金と改正後の平準保険料率収入とに

より、国庫負担分を除く将来の予測される給付費を賄える水準に設定されてい

る ）。今回の改正による平準保険料率は、一般男性 ％、女性 ％、炭鉱

労働者 ％となり、平均で ％の料率を必要すると試算されている ）。本来

ならば、今後の保険料率を平均で ％分も必要とするものの、今回の改正によ

る法定の平均保険料率は、比較的低い ％にしかならない。したがって、平

均の平準保険料率に対して、法定平均保険料率の割合は ％を下回ることから、

単純計算による ％部分は後代負担となる。もっとも、先の （昭和 ）年改

正による同上割合では、約 ％と計算されていたことから、単純計算上では、

後代負担が一層と進んでいる ）。

このようなことからも、今回の改正における審議の過程において、衆議院お

よび参議院の各社会労働委員会により、賦課方式への移行を積極的に検討する

ことについて、前回の改正の際と同様に、またしても附帯決議を行っている。



先の （昭和 ）年改正により、物価スライド制が導入されたが、本稿では、

物価スライド制導入後における厚生年金の制度展開について、 回の物価スラ

イド調整と財政再計算による改正とを論じてきた。物価スライドによる年金額

の調整は、社会保険審議会の意見を聞いたうえに、政令を定めて実施すること

になっていたことから、先の改正時においては、具体的な実施方法は決められ

ていなかった。本稿では、 回の物価スライド調整について詳細に論じている

が、とくに、厚生省によるスライド方式の実施方法案を比較検討したことを特

徴としている。最終的に、意見書による選択では、理論的な正当性 よりも 事

務的な簡便性 が優先された。そこから発生する問題点を緩和するために、か

ろうじて、 受給者の公平性 が維持されたといえよう。

政令により、 回の物価スライドが実施され、モデル的な標準年金は ％

も引き上げられたものの、その間における賃金上昇率の異常な伸び具合から、

財政再計算による （昭和 ）年改正では、所得保障率を維持するために、標

準年金の引き上げが行われた。今回の改正も含めて、モデル的な標準年金は ％

の上昇がみられたものの、保険料負担に関しては、引き上げ幅の抑制が再び繰

り返された。その結果、平均平準保険料率に対する法定平均保険料率の占める

割合は、先の改正よりも低くなり、より賦課方式への傾斜がみられた。

本稿では、物価スライド制導入後の厚生年金の制度展開について、紙数の都

合から、 （昭和 ）年改正までしか論じることができなかった。ひきつづき、

次号では、物価スライド制導入後の厚生年金の制度展開について、その後の改

正を通じて、賦課方式に傾斜していく過程の分析を予定している。
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）本節における記述は、厚生省年金局 国民年金法等改正法の関係審議会及び国
会における審議経過 、 、厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険
法解説 、 頁に依存している。
）週刊社会保障編集部 厚年、船保及び国年のスライドに関する政令 、 頁。
）モデルに関する本節の記述は、小山路男 年金スライド制の意見と今後の問題
点 、 頁に依存している。
）本節における以下の分析に関する記述は、週刊社会保障編集部 年金のスライ
ド時期が早まる可能も 、 頁、小山路男 年金スライド制の意見と今後の
問題点 、 頁に依存している。
）厚生団 厚生年金保険制度回顧録 、 頁、小山路男 年金スライド制の意見
と今後の問題点 、 頁。
）厚生団 厚生年金保険制度回顧録 、 頁。
）年金額に関する以下の数値は、小山路男 年金スライド制の意見と今後の問題
点 、 頁に依存している。
）同上、 頁。
）週刊社会保障編集部 年金のスライド時期が早まる可能も 、 頁。
）厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、 頁、坂本龍
彦 年金制度の現状と課題 、 頁、平石長久 年金制度の自動的調整採用
について 、 頁。
）小山路男 年金スライド制の意見と今後の問題点 、 頁。また、同上論文に
おいて、 きわめてまれなケースなので、その辺に関しては目をつぶらざるを得
ない とも述べている。
）平石長久 年金制度の自動的調整採用について 、 頁。
）厚生団 厚生年金保険制度回顧録 、 頁。
）実施時期の繰り上げに関する特例措置については、たとえば、週刊社会保障編
集部 国年法改正案など 法案成立 、 頁を参照せよ。
）厚生団 厚生年金保険制度回顧録 、 頁。
）政令の内容に関する本節の記述については、週刊社会保障編集部 厚年、船保
及び国年のスライドに関する政令 を参照した。
）坂本龍彦 年金制度の現状と課題 、 頁。
）本節における記述は、厚生省年金局 国民年金法等改正法の関係審議会及び国
会における審議経過 、 、厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険
法解説 、 頁、厚生省年金局・社会保険庁運営部編 厚生年金保険 年史 、

頁に依存している。



） 意見 の内容に関する本節の記述については、厚生省年金局年金課・他編 全
訂厚生年金保険法解説 、 頁を参照した。
）答申の内容に関する本節の記述については、同上、 頁を参照した。
）同上、 頁。
） 円という金額に関しては、黒住章 年金制度改正の問題点 、 頁、厚
生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、 頁、週刊社会保障編集
部 厚年法等一部改正案の経緯と考え方 、 頁にその記述がみられる。筆者の
試算では、基本年金額 円に改定率の を乗じて、これに加給年金額
円を加算すると、その額は 円となり若干の差が生じてしまう。 回目の物
価スライド改定により 円となるが、この金額に関する記述は、坂本龍彦 年
金制度の現状と課題 、 頁にみられる。なお、週刊社会保障編集部 厚年法等
一部改正案の経緯と考え方 、 頁には、 回の物価スライド改定を通じて、年
金額が ％上昇したと記述されていることから、 円に を乗じて、

円を加算すると、 円を得ることができる。
） 意見 にみられる在職老齢年金の内容に関する本節の記述については、厚生
省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、 頁を参照した。
） 要綱 にみられる在職老齢年金の内容に関する本節の記述については、同上、
頁を参照した。

）厚生労働省ホームページの白書等データベースシステムより、 厚生白書（昭和
年版） の各論第 編第 章第 節の （ 年度の国民年金法等の改正）を参照

した。
）厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、 頁。
）同上、 頁。
）附帯決議に関しては、同上、 頁を参照せよ。
）修正積立方式という用語に対応する意味合いにおいて、完全積立方式という用
語を用いている。
）小山路男 年金スライド制の意見と今後の問題点 、 頁。
）改正の背景に関しては、曽根田郁夫 厚年法改正と今後の問題点 などを参照
した。また、本節における春闘の記述に関しては、表 の出所に依存している。
）本節における記述は、厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、

頁、厚生省年金局・社会保険庁運営部編 厚生年金保険 年史 、
頁に依存している。

）所得保障率を算出する際の基準は、現役一般男性の直近の平均標準報酬月額
円であるが、拙稿 高度経済成長末期における厚生年金の制度展開につい

て─賦課方式への傾斜─ 、 頁の 行目の記述に関して、モデルとなる彼
の平均標準報酬月額 円を誤って基準にしてしまった。よって、拙稿に記述
した所得保障率 ％という数値も誤記であり、 ％として捉えてほしい。
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）平石長久 年金制度改正の意見書について 、 頁。
）曽根田郁夫 厚年法改正と今後の問題点 、 頁。
）第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第

等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級

円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第

等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級

円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級

円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、

第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第

等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第 等級 円、第

等級 円、第 等級 円。

）曽根田郁夫 厚年法改正と今後の問題点 、 頁。
）小山路男 年金制度への期待と展望 、 頁。
）曽根田郁夫 厚年法改正と今後の問題点 、 頁。
）以下の記述に関しては、同上、および、週刊社会保障編集部 厚年法等一部改
正案の経緯と考え方 、 頁を参照した。
）厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、 頁。
）高峯一世 年金制度の現状と課題 、 頁を参照した。
）曽根田郁夫 厚年法改正と今後の問題点 、 頁。
）拙稿 高度経済成長末期における厚生年金の制度展開について─賦課方式への
傾斜─ 、 頁。
）厚生省年金局年金課・他編 全訂厚生年金保険法解説 、 頁。
）同上、 頁。
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